
 
 
 

厚生労働省から、令和４年１月 13日、業務改善助成金特例コースの受付を開始したとのお知らせがありまし

た。「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が 30%以上減少

している中小企業事業者が、令和 3年 7月 16日から令和 3年 12月 31日までの間に、事業場内最低賃金（事

業場で最も低い賃金）を 30円以上引き上げ※、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的

に拡大し､その費用の一部を助成するものです。 

 

※賃金引き上げ額が 30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払 

われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。 

 

【ポイント】 

業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上等に役立つ設備投資等を行う取り組みに関

連する費用として、業務改善計画において計上された経費(＝関連する経費）についても助成対象として拡充さ

れます。 

 

■特例コースについて 

令和３年７月 16日から令和３年 12月 31日までの間に、事業場内最低賃金（事業場で最も低い賃金）を 30

円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成し

ます。 

 

特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行

う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費（関連する経費）も助成対象となります。 

 

■対象となる事業者（事業場） 

申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。 

1：新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和 3年 4月から同年 12

月までの間の連続した任意の 3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30％以上減少してい

る事業者 

 

2：令和３年７月 16日から同年 12月末までの間に事業場内最低賃金を 30円以上引き上げていること 

（引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 30円以内の事業場に限ります。） 

※賃金引き上げ額が 30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払

われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。 

 

■支給の要件 

1：就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること 

（就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。） 

2：引上げ後の賃金額を支払うこと 

3：生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより 

業務務改善を行い、その費用を支払うこと 

※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する

経費」がある場合は、その費用も支払うこと。 

4：解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など 

 

 

 

 

 

 

 

【労務】業務改善助成金特例コースの受付を開始 



■助成額 

生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率３／４を乗じて算出した額を助成します（千円未満端

数切り捨て）。なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています 

 

【助成上限額】 

引き上げる労働者数 

１人         30万円 

２～３人       50万円 

４～６人       70万円 

７人以上      100万円 

 

【助成率】 

3／４ 

※対象経費の合計額×補助率 3／4 

 

■助成対象となる経費 

生産性向上等に資する設備投資等のほか、業務改善計画に計上された「関連する経費」も助成対象となります。 

 

【生産性向上に資する設備投資等】 

機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など 

 

※PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども対象 

 

【関連する経費】 

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など 

 

※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用について、業務改善計画に計上

されたものに限り対象となります。 

※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。 

※関連する経費であっても事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品などは助成対象となりません。 

 

■特例コースの活用例(「関連する経費」の助成対象の拡充) 

 

 

参照ホームページ ［ 厚生労働省 ］ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html

